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新年あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお
喜び申し上げます。
令和二年の年頭に当たり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
平素は、公益社団法人船橋法人会の事業活動に深いご理解と絶大なご支援、ご協力賜り厚く御礼申し上げ
ます。
昨年は、近代では、初めて退位という形で元号が変わり、平成から令和となり新天皇陛下が即位されまし
た。まさに新時代が始まりました。国民の一人としてお祝いを申し上げます。また、残念ながら台風15号、
19号、その後の防風雨に千葉県が襲われ、多くの方が被災されました。改めてお悔やみを申し上げますと
ともに、一日も早い復興を願うものであります。税制面では、消費税増税と同時に軽減税率制度が導入さ
れ、税の三原則の一つである簡素という面から見ますと複雑になったようにも感じます。
さて、わが国経済は、引き続き緩やかな回復基調にあるものの、デフレ脱却は不透明なままであり、地域
経済を牽引する中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。国家的課題である財政健全化
と持続可能な社会保障制度の両立の為に、さらなる行財政改革の徹底を大いに期待したいものです。
私たち公益社団法人船橋法人会も、「税のオピニオンリーダーたる経営者の団体」として、新設・決算法
人説明会や税を考える週間における街頭宣伝や市民のための税金教室、ふなばし市民まつりでの民踊パレー
ド参加、消費税・軽減税率制度研修、女性部会による「税に関する絵はがきコンクール」、青年部会による
「租税教室」の展開など「健全な納税者の団体」として税の活動を中心に広く社会への貢献をしてまいりま
した。全国法人会連合会としても、税制改正の提言を政府・政党・地方自治体に積極的に行っており、「中
小企業の活性化に資する税制」、「本格的な事業承継税制の創設」なども強く求めております。　
本年も、内部統制及び経理能力を向上のための、「自主点検チェックシート」の利用促進や会社決算や税
関係の研修会はもとより、経営、経済、金融、時事問題などの幅広い講演会、講習会など会員のニーズに
あった勉強会や福利厚生事業を実施します。また、公益社団法人としての責務を果たし、従来にも増して税
の啓発活動を積極的に展開し、広く市民から受け入れられる法人会づくりを目指すとともに自らの公益性と
透明性を高め、企業の発展と地域社会の繁栄のために努力してまいりたいと考えております。いま、「税の

オピニオンリーダー」としての果たすべき役割はますま
す大きくなっています。魅力ある組織を構築し、社会か
らの期待に応えなければなりません。会員の皆様におか
れましては、公益社団法人船橋法人会に入会しているこ
とが社会貢献の一つであるとのご認識と誇りを持ち、自
己啓発と自己研鑽に努め、積極的に法人会の事業にご参
加いただければ幸いです。
結びに当たりまして、本年も船橋税務署はじめ税務当

局の皆様のご指導とご鞭撻を賜りますようお願いいたし
ますとともに、会員の皆様におかれましては、心身共に
健康で明るく、希望に満ちた実り多い年になりますよう
ご祈念申し上げ年頭の挨拶といたします。

新年のご挨拶

会　長　田中　保生
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公益社団法人船橋法人会の皆様、あけましておめでとうございます。令和2年の年頭に当たり、謹んで新
年のお慶びを申し上げます。
旧年中は、田中会長をはじめ役員並びに会員の皆様方には、平素より船橋税務署の円滑な運営に対しまし
て、深いご理解と多大なるご協力をいただきましてありがとうございました。本紙面をお借りしまして厚く
御礼申し上げます。
貴会におかれましては、「税のオピニオンリーダー」として、税制・経営に関する研修会の開催をはじめ、
小学生を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」や「租税教室」の実施、イオンモール船橋における
「市民のための税金教室」の開催等、正しい税知識の普及や納税意識の高揚を図るための啓発活動に、積極
的に取り組んでおられます。また、7月の「民踊パレード」への参加やチャリティー活動等、地域に密着し
た社会貢献活動を通じて地域社会の健全な発展に貢献されており、このような極めて公益性の高い皆様方の
熱心な活動に対しまして、衷心より敬意と感謝の意を表する次第です。
さて、昨年の秋は、過去最大級の台風が連続で来たことで、各地に甚大な被害をもたらしました。自宅や
事業所が強風や浸水により、全半壊等の大きな被害を受けたことに伴い、災害による申告・納付等の期限を
延長する措置が講じられている地域もございます。船橋市内は、災害による地域の指定はされてはおりませ
んが、倒木や建物の一部損壊等の被害を受けたところもあると伺っております。税務上の救済措置として、
個々の申請に基づく申告・納付等の期限の延長手続や雑損控除等の制度も設けられております。税務署にお
いて個別相談のご予約も受け付けておりますので、ご利用ください。
昨年10月からは、消費税率の10%への引上げと同時に、我が国初めてとなる軽減税率制度が実施されま
した。貴会の会報紙や説明会等、あらゆる機会を通して制度の円滑な定着に向けた広報・周知等にご協力い
ただいているところでございます。
軽減税率制度のもとでは、税率ごとの区分経理や請求書への税率ごとの合計金額の記載等、従来とは異な
る経理処理が必要となっております。新たな負担をお掛けしておりますが、消費者、国民の皆様が納められ
た消費税を正しく納付するために、どうしても必要な制度でございます。どうかご理解いただきますようお
願い申し上げます。
さて、今年も間もなく、令和元年分の所得税等の確定申告の時期を迎えます。昨年から、「ID・パスワー
ド方式」を利用したe-Taxによる申告ができるようになりました。これにより、マイナンバーカードやIC
カードリーダライタをお持ちでない方もe-Taxをご利用いただけるようになりました。
「ID・パスワード方式」は、事前にお近くの税務署で「IDとパスワード」の交付を受けておくことによ
り、パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかを使用して、国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」で申告書を作成・送信（提出）するものです。詳しくは、「税務署だより」（10 ～13ペー
ジ）に記載しておりますので、従業員の方等へのご利用を重ねてお願い申し上げます。
また、従来どおり、マイナンバーカードを使って申告書を送信することも可能となっております。マイナ
ンバーカードの用途は増えてきており、コンビニエンスストアで住民票の写しを取得できますし、今後はポ
イントで買い物が可能となったり、健康保険証としても使用する予定となっております。是非この機会に取
得のご検討もお願いいたします。
結びに当たりまして、新しい子の年が公益社団法人船橋法人会の益々のご発展と、会員の皆様のご健勝並
びに事業のご繁栄に繋がる年となりますよう、心から祈念いたしまして新年の挨拶とさせていただきます。

新年のご挨拶

船橋税務署長　遠藤　徹男
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11 月 11 日～17 日は「税を考える週間」です。
その啓発運動として、当法人会も一般市民の
方に、「税について」の理解を深めてもらうた
め、街頭宣伝を行いました。

当日は皆さんのお力添えを頂いて、市民の方に配布する PR 用品が準備されており
ました。
11 月 30 日午後 3時「船橋グランドホテル」に集合です。受付で赤い半纏・白いジャ

ンパーを受け取り、配布場所別に集合です。
この行事に、イータ君・チーバくん・マイナちゃん・ジャンボくんも応援に駆けつ
け参加者は元気をもらいました。さあ――出発です！！
配布場所は船橋駅北口と南口、そして京成船橋駅のエスカレーター下です。
配布に参加した会員さんは口々に「今年は配りやすかったね。」「手軽るくて、9 割

方受けとってもらえたよ。」「いつもより早いペースで配れたワ。」そんな声が聞こえて
きました。そうです！！今年の配布は11月3日（日）に行われる「市民のための税金教室」
をしっかり PRしたティッシュのみの配布だったのです。
約1時間半で配り終わり、5時過ぎには出発地のホテルに戻り、その後「懇親・慰労会」

が行われました。
慰労会では、10 月からの消費税率のアップ・軽減税率制度の導入等々今話題の消費
税のことで話題は持ちきりでした。「税を考える週間」が終わっても、私達法人会の課
題は「税と共に歩む」ことになりましょう。ご参加の皆様、お疲れ様でした。

広報委員　大嶋　京

開催日：令和元年 10月 30日（水）
場　所：JR船橋駅・京成船橋駅周辺
　　　　及び船橋グランドホテル
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船橋市内税務協力 8 団体主催の『市民のための税金教室』をイオンモール船橋の 1 階「イオ
ンバイク前」及び「光の広場」をお借りして 11 月 3 日（日）に 11 時から 14 時 30 分まで実施
いたしました。共催で船橋税務署、船橋市役所にもご協力をいただき「税を考える週間」の大
きな行事となりました。
法人会からも会長をはじめ役員・会員の皆さんが入れ替わり参加し、多くの買い物客に税金

クイズへの参加の声掛けをしました。
一億円体験コーナーでは実際の大きさ、重さのレプリカを持ってもらい肌で大きさを感じて

もらいました。子どもが札束を抱えている姿の記念撮影をする親御さんがいたり、笑顔で『自
宅に一億円あるからわざわざいいわよ』と冗談か本当か分からない返しをするご婦人がいたり
終始なごやかな雰囲気でイベントが行われました。
会場には船橋市内の小学生が描いた絵はがきコンクール応募作品や中学生が書いた税に関す

る作文、標語、ポスターの受賞作品が展示され、買い物に来た方が足を止め熱心に作品を見て
いました。家族連れで自分やお友達の作品を探している方もおり、常日頃より実施している船
橋市内の児童、生徒に対する税に関する啓蒙活動の成果を垣間見ることができました。
また千葉県税理士会船橋支部の先生方による税に関する無料相談コーナーでは、相談者が絶

えることなく席に座り税金の質問をされており、税金に対する市民の皆さんの関心の高さを感
じました。
イータ君、マイナちゃん、船えもんといった子供たちが喜ぶゆるキャラも大集合してイベン

トに花を添えてくれました。
税務署、市役所、税務協力 8 団体関係者の皆さんが協力、実施することで各組織の垣根を越

えて結束を高めることが出来たと同時に、多くの方々に税金の意義、大切さをご理解いただく
きっかけになるイベントとなったと思います。

研修委員長　大塚　智明

市民のための税金教室市民のための税金教室 開催日：令和元年 11月 3日（日）
場　所：イオンモール船橋店広場
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確定申告書は、スマホ・タブレットでも作成できます。 

また、作成した申告書は、事前に税務署窓口で発行したＩＤ

とパスワードがあれば、そのままｅ-Ｔａｘで送信できます。 

 

 

               ※ＩＤ・パスワード方式は暫定的な対応です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

① スマホを使ってｅ-Ｔａｘで送信すれば申告手続完了！ 

② 生命保険料控除証明書などの添付書類は提出不要！ 

③ 申告書の控えはＰＤＦ形式でスマホに保存！ 

④ 書面による提出よりも還付金の受け取りがスピーディ！ 

① 税務署窓口のパソコンで住所・氏名・生年月日等を入力 

② 職員による本人確認（運転免許証など必要） 

③ 「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」を即時発行 

（注）入力作業から発行まで、５分程度です。 

①ＩＤ（利用者識別番号） 

②パスワード（暗証番号） 

を利用してｅ-Ｔａｘで申告が 

できます 

 

①ＩＤ 

②ＰＷ 

令和２年１月から、２か所以上の給与所得がある方、年金収入

や副業等の雑所得がある方など、スマホ専用画面をご利用いた

だける方の範囲が広がります。 

ぜひ、この機会にＩＤ・パスワードの申請を行ってください！ 

 

   スマホで見やすい専用画面 

メリット 

スマホで確定申告ができます！

～税務署窓口で事前の申請が必要です！～ 

東京国税局・税務署 

   ＩＤとパスワードの申請方法 
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新京成線の前原駅の開業は昭和23年12月です。
前原団地の入居開始が昭和35年（1960年）といわれています。船橋市では「団地のさきがけ」として、
当時は時代の先をいく「団地族」の走りだったのでしょう。
その「前原団地」も近年建て替えにより、その様相を一変しました。
またこの路線は、成田街道（国道296号線）と並行して走り、薬円台駅近くにある珍しい「前原鉄橋」
も沿線の一つの風物かもしれません。さて、今回は新春号という事もあり、初詣で地元の人が多く詣でると
いう「御嶽神社」にお参りを兼ねて出かけてみましょう。

前原
駅

アルビス前原 道路改修の碑と
庚申塔等々

道入庵（お堂）

御嶽神社

二宮小学校
道端の石仏

松波公園

海松台公園

前原駅
リブレ京成

アルビス前原店

共同墓地
船橋市立

中野木小学校

船橋ハーモニー
保育園

↓至津田沼

↑至松戸

前原公園

宇津木堀バス停
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1  前原駅　
前原駅は線路で上り
と下りが分けられてお
り、跨線橋を使わずに行
く先のホームを利用で
きます。そして駅前の商
店も時代とともに大き
く様相が変わりました。

驪龍　書

第19回

前原東成田街道へ 駅前の様子
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成田街道に面した前原東と飯山満方面・大型マンションへと続く前原西と
線路で分かれます。今回は前原東からぶらりと始めましょう。

2  海松台公園　
国道296号線（成田街道）を進み、信号を右に曲がります。その地域の名前と同じ「中台幼稚園」があ
ります。次の信号を渡ると「海松台」という町会に入り、公園も「海松台公園」です。
広い公園と横に並ぶスーパーは近隣の憩いと台所を守ります。海松台のいわれは参考文献によりますと、
地主の方がこの地域の宅地開発を計画した時、この台地の向こうに「松林」があり、その向こうに海が見え
たので、この名前をつけたとの事です。
石仏の並ぶ側らを通って行くとその横に、郵便局があります。「前原東郵便局」です。

3  道路改修の碑と庚申塔等々　
海松台公園からバス通りに戻ります。道の脇にはたくさんの石仏が並んでいます。昭和9年竣工と刻まれ
た大きな「道路改修の碑」が目に留まりました。
昭和初期、今からおおよそ80年程前のここ前
原地区は道路改修の真っただ中だったでしょう。
庚申塔・馬頭観音・出羽三山への登頂記念碑が
たくさん並び、当時の様子が偲ばれます。この
前を通って行くと「前原東郵便局」があります。

4  松波公園　
そこを下ると「信和自治会」です。高台の階
段付近には松の並木があったとの事ですが今は
昔の話です。バス通りで、「津田沼グリーンハイ
ツ」を経て津田沼方面へ向かいます。
この辺りは田喜野井町への入口でもあり、薬
円台へと続きます。

5  二宮小学校　
取材班は二宮中学校の裏手を歩いて再び成田街道に出ました。
ほどなく、そこには「二宮小学校」の校門がありました。
取材の許可を頂き、校門を入ると創立100周年の記念碑があり
ました。歴史を感じると共に地域の教育力を感じます。この記念
碑の建立が平成10年と記されていますので、この小学校は創立
120年になりましょうか？ 二宮小学校の記念碑

松波公園

道路改修の記念碑

道に並ぶ庚申塔等海松台公園
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6  御嶽神社　
小学校を出ると、そこは「御嶽神社」です。取材の時が11月
でしたので、入口には七五三の幟と境内では「菊花展」が開催さ
れていました。
御嶽神社について境内社務所で頂いた由緒から記しましょう。
ご祭神は素戔鳴尊です。県指定有形文化財の「蔵王権現三尊像」
が安置されています。また、境内には「三葉松」があります。長
い松葉は三本・四本に分かれ縁起物として珍重されています。右
の写真は「大きな松ぼっくり」と「縁起の松の葉」と「平成の最
後の御朱印」と「令和の初めの御朱印」です。

7  道入庵（お堂）　
御嶽神社の参拝を終えてまもな
く「お堂」と呼ばれている「道入
庵」が道の向かいにあります。前
原新田の庵室です。境内左に石像
菩薩供養塔があり、背後に前原新
田開発の経過が道の向かいに刻ま
れています。その他にも札所の標
識、筆子塚などがあります。
道入庵から新京成線の踏切に出
ました。細い歩道を通っ
て共同墓地に出ました。
墓地にはいつも参拝の人
が絶えません。近くの農
家の方に共同墓地につい
て訊ねると「この墓地は
由緒ある墓地で、近辺の
町々で最初の墓地です。」
とお話して下さいまし
た。

御朱印と三葉松

墓地

境内の石仏達

道入庵

共同墓地

御嶽神社 菊花展
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8  道端の石仏　
線路に沿って細い道を通り住宅、アパートを経て大きな住宅地
に出ました。
かつて十河苑と呼ばれた分譲地も今は550余世帯と大きな町と
なりました。
駅に向かうなだらかな坂の途中にかわいい「石仏」がありまし
た。
この石仏はこの道を通る人々の心の拠り所として、また幼い子
供は日々の思いの中に見る最初の祈りの場となっていることで
しょう。道行く人が思い思いに石仏にお供え物をする微笑ましい
姿に出会いました。名もない石仏はいつも微笑んでいるように見えます。

9  アルビス前原　
前原駅から、かつての「前原団
地」方面へと歩を進めてみましょ
う。春には「新緑」のすがすが
しさを見せてくれる欅並木が先ず
目に入ります。その幹もここ数年
でかなり大きくなりました。また
前原駅の通りを飾った「さくら並
木」もありました。そしてここ数
年の大型マンションの建設には目
を見張るばかりです。そうした住
人の台所を賄うのは「リブレ京成
アルビス前原店」です。郵便局、
病院等々ここ前原の中心も大きく
変わりました。以前の「団地」のイメージから大きなマンション
が並ぶ光景がそこにあります。
そしてアルビス前原中央公園は子供の遊び場や大人なグランド
ゴルフ場として皆の憩いの場となっています。

駅からぶらり散歩道
シリーズ19回目を発行するにあたり

文責　広報委員　大嶋　京

本日、11月28日
「秋の長雨」調べてみますと9月の中旬頃から10月の上旬あたりにかけ
て訪れる停滞前線がもたらす、長雨。と言う事らしいのですが、11月も
終わりに近づいていると言うのにまだまだ雨の日が続いております。農家
の方には怒られるかもしれませんが私たち外で働く者にとっては泣きが入
る程の雨続きになっております。そんな中今回は大嶋さんが1人で前原近
辺を取材してくれました。次回は取材の参加者を早々に募りわいわいと取
材を出来ればと思います。大嶋さんご苦労様でした。「駅からぶらり散歩
道」も残り数回か？？？� 広報委員長　佐久間　兼治

参考文献：滝口さんと船橋の地名を歩く

大型マンション

アルビス前原中央公園

欅並木

西八丁目道にある石仏
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第36回 法人会全国大会（三重大会）

税 制 改 正 要 望 の 陳 情
この令和2年度の税制改正要望と言うのは、令和元年に全国各地の法人会を通じて寄せ集

められた「税制を、このようにして欲しいという会員（国民）の声」を、各県の法人会連
合会が検討し、更にそれを寄せ集めた全国法人会連合会が精査し、取りまとめたもの（10
月に開催された三重の全国大会で公表された）で、全国夫々の法人会が所属する自治体の
長や、地元選出の国会議員に陳情する法人会活動の一貫です。
11月1日（金）午後3時に、田中会長以下9名が船橋市役所に、船橋市長と船橋市議会議

長を訪れ、税制改正要望を陳情しました。
最初に陳情したのは、松戸徹市長です。
田中会長から「令和2年度の税制改正に関する提言」と、その地方税に関する部分を簡潔

にまとめた文書を手交し、固定資産税の軽減、二重課税ではないかと言われている地方法
人特別事業税の廃止、その他、人件費を含む経費削減についても、お願い申し上げました。
一方、松戸市長からは、ふるさと納税による税収減と社会福祉関係の支出増により財政

が厳しいことの説明がありました。
特に、社会福祉関係の予算は、平成20年には500億円だったものが平成30年では900億

円と激増しているということでした。
次いで日色健人市議会議長にも「令和2年度の税制改正に関する提言」と、その地方税に関する部分を簡潔にまとめた文

書を手交し、陳情しました。
日色市議会議長は、小田原副会長の地元の方でした。同議長からは、「努力します。」「また、何かご要望があればいつで

も言ってきてください。」と仰って頂きました。
公務ご多忙にも拘らず、快く要望を聞くお時間を割いて頂いた、松戸市長および日色市議会議長には、改めて御礼申し上

げる次第です。� 税制委員長　古澤　和一郎

松戸市長へ陳情

日色市議会議長へ陳情

昨年、10月3日（木）午後2時から、公益財団
法人全国法人会総連合主催、一般社団法人三重県
法人会連合会主管で全国大会が、体育館のサオ
リーナ（吉田沙保里選手の名前から）で開かれ、

船橋法人会からは田中会長以下、10名が参加しました。
大会は第1部の記念講演、第2部の式典、第3部の懇親会に分けて行われ、第1部の記念

講演では、「皇室と神宮」というテーマで伊勢神宮の音羽悟（おとわさとる）氏が講演を
行いました。
崇神天皇5年、疫病が流行り、多くの人民が死に絶えたため、疫病を鎮めようと、従来

宮中に祀られていた天照大御神と倭大国魂神（大和大国魂神）を皇居の外に移すことにな
り、内宮は崇神天皇の御代に天照大御神を、外宮は雄略天皇の御代に豊受大御神を伊勢
の地に祀られたことに始まり、爾来2千年にわたり伊勢の地に御鎮座されることになりま
す。
また、伊勢神宮は20年毎の遷宮（建て替え）でも知られていて、そのことが現在でも

古来からの様々な伝統が生き続けることになり、日本文化の源泉（みなもと）になってい
ます。
伊勢神宮で行われていることは、基本的に、稲作とその収穫感謝の文化に纏わる行事で

あり、それは皇室で行われる稲の種蒔から収穫及びその感謝に纏わる行事と深く結びついています。
第2部の式典では、国歌斉唱の後、会員に対する全法連会長からの表彰、税制改正提言の報告、青年部による租税教育活

動の報告が行われ、その後、大会宣言が出されました。そして第3部の懇親会では、三重県の名産品の松坂牛のステーキや
イセエビのパスタに舌鼓を打ちました。
税制改正の提言、および、その解説につきましては、全法連のホームページhttp://www.zenkokuhojinkai.or.jpの「法人会

からのお知らせ」に載っておりますので、そちらをご覧下さい。
来年は岩手県です。皆さん参加してみませんか。
そして、再来年はいよいよ千葉県の当番で、私たちの船橋法人会の田中会長がこの大会の実行委員長です。その際には皆

さん是非ご協力をお願いします。� 税制副委員長　松本　仲子

開催日：令和元年10月3日（木）
場　所：津市産業・スポーツセンター

大会会場
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令和2年度税制改正に関する提言（要約）
基本 的 な 課 題

Ⅰ．税・財政改革のあり方

1．財政健全化に向けて
・�今後の税財政を考えるうえで重要な要素となるのは団塊の世代の動向である。この世代の先頭が後期高齢者入
りするのは2022年であり、2025年度は団塊の世代すべてが後期高齢者に達する年である。つまり、政府のPB
黒字化目標年度は遅すぎるわけで、本来なら団塊の世代の先頭が後期高齢者入りする前に黒字化目標を設定す
べきである。
（1）�今般の消費税率10%への引き上げは、財政健全化と社会保障の安定財源確保のために不可欠だった。税率

引き上げによる悪影響を緩和する等の環境整備は必要だが、本年度に引き続き、来年度当初予算において
も臨時・特別の措置を講じることとしている。しかし、それがバラマキ政策となってはならない。

（2）�政府は、2016年度から18年度の3年間を集中改革期間と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円（社会保
障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に抑制する目安を達成した。2019年度から21年度の基盤強化期間につ
いても、引き続き社会保障費の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組む必要がある。

（3）�財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的改革によって進めることが重要である。歳入では安
易に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出については聖域を設けずに分野別の具体的な削減の方
策と工程表を明示し、着実に改革を実行するよう求める。

（4）�今般の消費税率引き上げに伴って本年10月より軽減税率制度が導入されるが、これによる減収分について
は安定的な恒久財源を確保するべきである。

（5）�国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など金融資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害するこ
とが考えられる。政府・日銀には、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求めたい。

2．社会保障制度に対する基本的考え方
・�社会保障給付費の財源は公費と保険料である。適正な「負担」と重点化・効率化による「給付」の抑制を可能
な限り実行しないと、持続可能な社会保障制度の構築も財政の健全化も実現できない。とりわけ、医療と介護
の分野は給付の急増が見込まれており、ここに改革のメスをどう入れるかが重要になる。
・�超高齢化社会が急速に進展する今、社会保障は「自助」「公助」「共助」の役割と範囲を改めて見直す必要があ
るが、その際に重要なのは公平性の視点である。たとえば医療保険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの
本人負担については、高齢者においても負担能力に応じることを原則とする必要がある。
（1）�年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」、「支給開始年齢の引き上げ」、「高所得高齢者の基礎

年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的な施策を実施する。
（2）�医療は産業政策的に成長分野と位置付け、大胆な規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制するため

に診療報酬（本体）体系を見直すとともに、政府目標であるジェネリックの普及率80%以上も早期に達成
する。

（3）�介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護が必要な者とそうでない者とにメリハリをつ
け、給付及び負担のあり方を見直す。

（4）�生活保護については、給付水準のあり方などを見直すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な運用
が不可欠である。

（5）�少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきである。
その際、企業も積極的に子育て支援に関与できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用に向けて検討
する。
また、子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推進するためには安定財源を確保する必要がある。

（6）企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立が求められる。

3．行政改革の徹底
・�今般の消費税率引き上げは国民に痛みを求めるものであり、その前提として「行革の徹底」が不可欠であった
ことを想起せねばならない。地方を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削るの
である。
（1）国･地方における議員定数の大胆な削減と歳費の抑制。　　　
（2）�厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
（3）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
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（4）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

4．消費税引き上げに伴う対応措置
・�本年10月から導入される軽減税率制度は事業者の事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよ
び税収確保などの観点から問題が多い。このため、かねてから税率10%程度までは単一税率が望ましく、低所
得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当であることを指摘してきた。軽減税率制度導入後
は、国民や事業者への影響、低所得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて見直しが必
要である。
（1）�現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁できる

よう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。
（2）�消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題となる。消費税の制度、執行面においてさら

なる対策を講じる必要がある。
（3）�システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対して特段の配慮が求められる。

5．マイナンバー制度について　
・�マイナンバー制度はすでに運用段階に入っているが、依然としてマイナンバーカードの普及率が低いなど、国
民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い難い。政府は引き続き、制度の意義等の周知に努め、その定
着に向け本腰を入れて取り組んでいく必要がある。

6．今後の税制改革のあり方

Ⅱ．経済活性化と中小企業対策

1．法人実効税率について
・�“先進国クラブ”と称されるOECD（経済協力開発機構）加盟国の法人実効税率平均は25%、アジア主要10カ国
の平均は22%となっている。米国もトランプ税制改革で我が国水準以下に引き下げられた。
・�EU内では一部に引き下げ行き過ぎ論も出ているが、我が国の水準が比較的高いという現実に変わりはない。
国際競争力強化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げの効果等を確認しつつ、さらなる引き下げも視
野に入れる必要があろう。

2．中小企業の活性化に資する税制措置
（1）�中小法人に適用される軽減税率の特例15%を本則化すべきである。また、昭和56年以来、800万円以下に

据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。
（2）�租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を達したものや適用件数の少ないものは

廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下
のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。
②�少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限（合計300万円）を
撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直ちに困難な場合は、令和2年3月末日までとなっている
特例措置の適用期限を延長する。

（3）�中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税の特
例（生産性向上特別措置法）等を適用するに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦
課期日）が迫った申請や認定について弾力的に対処する。

3．事業承継税制の拡充
・�我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献している。その中小
企業が相続税の負担等によって事業が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平成30年度
の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要と考える。
（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設

我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な
事業承継税制が必要である。とくに、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般財産
と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。

（2）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、10年間の特例措置として同制度の拡充が
行われたことは評価できるが、事業承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を求める。
①�猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成29年以前の制度適用者に対しても適用要件を緩和す
るなど配慮すべきである。

②�国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努める必要がある。なお、特例制度を
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適用するためには、令和5年3月末日までに「特例承継計画」を提出する必要があるが、この制度を踏
まえてこれから事業承継の検討（後継者の選任等）を始める企業にとっては時間的な余裕がないこと等
が懸念される。このため、計画書の提出期限について配慮すべきである。

Ⅲ．地方のあり方
・�国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化を図る地方分権化は地方活性化の上でも重要である。その
際には地方の自立・自助の理念が不可欠である。地方創生戦略を推進するうえでもこの理念は極めて重要にな
ろう。
・�「ふるさと納税制度」の返礼品アピール競争をみていると、あまりに安易で地方活性化に正面から取り組もう
としているのか疑問を呈さざるを得ない。住民税は本来、居住自治体の会費であり、他の自治体に納税するこ
とは地方税の原則にそぐわないとの指摘もある。納税先を納税者の出身自治体に限定するなど、さらなる見直
しが必要である。
・�地方交付税制度は国が地方の不足財源を手厚く保障する機能を有しており、それが地方の財政規律を歪めてい
るとして改革が求められてきた。地方は国に頼るだけでなく、自らの責任で行財政改革を進め地方活性化策を
企画・立案し実行していかねばならない。
（1）�地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の促進、地元の特性に根差した技術の活用、地

元大学との連携などによる技術集積づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆に行う必要がある。ま
た、中小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との関係からも重要であり、集中的に取り組む必要があ
る。

（2）��広域行政による効率化について検討すべきである。基礎自治体（人口30万人程度）の拡充を図るため、さ
らなる市町村合併を推進し、合併メリットを追求する必要がある。

（3）��国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革には､「事業仕分け」のような民間のチェック機能
を活かした手法が有効であり、各自治体で広く導入すべきである。

（4）�地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善せずに高止
まりしており、適正な水準に是正する必要がある。そのためには国家公務員に準拠するだけでなく、地域
の民間企業の実態に準拠した給与体系に見直すことが重要である。

（5）�地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化するとともに、より納税者の視点に立って行政に対
するチェック機能を果たすべきである。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の適正化を求
める。行政委員会委員の報酬についても日当制を広く導入するなど見直すべきである。

Ⅳ．震災復興等
・�東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期である「復興・創生期間（平成28年度~令和2年度）」も4年
目に入っているが、被災地の復興、産業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業に当たってはこれまで
の効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故への対応を含めて引き続き、適切
な支援を行う必要がある。また、被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点などから、実効性のある措
置を講じるよう求める。
・�近年、熊本地震をはじめ地震や台風などによる大規模な自然災害が相次いで発生しているが、東日本大震災の
対応などを踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向けて取り組まね
ばならない。
・�近年、自然災害により甚大な被害が発生していることを踏まえ、震災特例法と同じく、災害等に係る雑損失の
繰越控除期間を5年（現行3年）に延長すること。（「個別事項」参照）

Ⅴ．その他

1．納税環境の整備

2．租税教育の充実

税目別 の 具 体 的 課 題
法人税関係
1．役員給与の損金算入の拡充
（1）役員給与は原則損金算入とすべき
（2）同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
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令和2年度税制改正スローガン

〇経済の再生と財政健全化を目指し、歳出・歳入の一体的改革を！
〇適正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を！
〇中小企業は日本経済の礎。活力向上のための税制措置拡充を！
〇中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を！

2．交際費課税の適用期限延長
3．公益法人課税

所得税関係
1．所得税のあり方
（1）基幹税としての財源調達機能の回復
　　�基幹税としての財源調達機能を回復するためにも、所得税は国民が能力に応じて適正に負担すべきで
ある。

（2）各種控除制度の見直し
　　�各種控除は、社会構造変化に対応して合理的なものに見直す必要がある。とくに、人的控除について
は累次の改正の影響を見極めながら、適正化を図るべきである。

（3）個人住民税の均等割
　　地方税である個人住民税の均等割についても、応益負担原則の観点から適正水準とすべきである。

2．少子化対策

相続税・贈与税関係
1．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、これ以上の課税強化は行うべきではない。
2．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべきである。
（1）贈与税の基礎控除を引き上げる。
（2）相続時精算課税制度の特別控除額（2,500万円）を引き上げる。

地方税関係
1．固定資産税の抜本的見直し
（1）商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見直す。
（2）家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
（3）�償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少

額減価償却資産（30万円）にまで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とすること。ま
た、将来的には廃止も検討すべきである。

（4）固定資産税の免税点については、平成3年以降改定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げる。
（5）�国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化の

観点から評価体制は一元化すべきである。
2．事業所税の廃止
事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止すべきである。

3．超過課税
住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施し
ている自治体も多い。課税の公平を欠く安易な課税は行うべきでない。

4．法定外目的税
法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮するとともに、税収確保のために法人
企業に対して安易な課税は行うべきではない。

その他
1．配当に対する二重課税の見直し
2．電子申告
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外国人雇用に向けて知っておきたい
基礎知識と労務管理

� 蔵中　一浩　氏（横浜リンケージ社労士事務所代表）
今回の経営者セミナーは『外国人雇用に向けて知っておきた
い基礎知識と労務管理』と題して横浜リンケージ社労士事務所
の蔵中一浩代表を講師にお迎えして9月26日（木）に船橋グラ
ンドホテルにて実施いたしました。
働き方改革関連法の概要の説明から始まり、人口動態の変化と共に外国人雇用が今後より必要と
なることを統計を基に説明して頂きました。また、国レベルの問題として、日本に来ている留学生
の約6割が日本での就職を希望しているのにもかかわらず、実際は3割程しか就職が出来ていない現
実、そこには在留資格による制限があることを知ることが出来ました。
経営者としては自社で外国人を雇用する際には日本人と分け隔てなく接することが重要なことは
言うまでもありませんが、法律上や文化風習の違いへの配慮が必要で特に、法律制度面では、採用
時の在留資格確認の必要性や在留カードの真偽の確認方法などを、採用後には社会保険などの手続
きの必要性、退学や離婚などにより在留資格が変更になった場合の対応などを、また離職時には厚
生年金の脱退一時金請求などを、事例を基にご説明頂きました。また、文化、風習の違いによるト
ラブルを防ぐためには外国人労働者の中からリーダーを育てその従業員を核としてコミュニケー
ションをよくとる事が有効であることなどを講師の先生の顧問先の経験談を踏まえながら説明頂き
学ぶことが出来ました。
また、指示を出すときは曖昧な表現は用いず、何をいつまでになど具体的にすることを心掛ける
のが重要であること、このような方法は外国人のみならず日本人に対しても有効なので常に心掛け
ていく必要が有ると感じました。
休憩をはさみながらの2時間はあっという間に過ぎてしまいまい、熱心に講師の先生の話を聞き
メモを取っている参加者が多くいらっしゃいました。� 研修委員長　大塚　智明

開催日：令和元年9月26日（木）
場　所：船橋グランドホテル

経営者セミナー

セミナーの様子

（26） 公益社団法人 船橋法人会　ふれあい



「チャンスはつかめる!!」
～爆笑！プライドを捨てた男の人生訓～

� 杉村　太蔵　氏（元衆議院議員）
今回の経営者セミナーは『チャンスはつかめる‼
～爆笑！プライドを捨てた男の人生訓～』と題して
元衆議院議員�杉村太蔵�氏を講師にお迎えして11月
20日にクロス・ウェーブ船橋の講堂にて講演会を実
施いたしました。
講演では、思い込みで判断するのではなく、真実に基づいて常に考えることの重要性を質問形式
でお教えいただきました。人生100年時代には80歳まで働く必要があり、そのためには常に社会か
ら必要とされる人材でなければいけない、学校卒業後の知識のまま働くのではなく常に学び続ける
ことが大切であり、尾崎行雄氏の『人生の本舞台は常に将来に在り』のごとく常に未来のために準
備をし、社会に適応しながら変化し続けることでチャンスを掴むことが出来るとのことでした。
また、多様な人々が共に暮らす社会では日本人が苦手とする相手に自分の考えを伝え、共感を得
られる能力を身につける必要があるとのことで、会場内の20代30代の6人の方々に登壇いただき好
きな芸術作品と選んだ理由、また、関ヶ原の戦い、明治維新、太平洋戦争終戦のなかで一番社会に
影響を与えたと思う出来事とその理由を説明して共感を得る実戦形式の講義もしていただきました。
急遽指名されたのにもかかわらず6人の皆さんの熱のこもったスピーチは先生も褒めていらっしゃ
いましたが非常に素晴らしかったです。
冒頭でふるさと納税の話をされた際に、北海道旭川市出身の先生は、幼少期は公立の学校に通い、
旭川市に育てられ、大人になり故郷に恩返しできる立場になったら東京で生活をして東京に税金を
納めている、その矛盾を埋めるいい制度が『ふるさと納税』だとおっしゃいました。先生の故郷を
大切に思う心が垣間見えたと同時に、自分も納税を通じて社会に恩返しをしていかなければいけな
いと思った次第です。
会員はもとより、従業員、家族、協力団体など多くの方々にご出席いただき終始笑いの絶えない
非常に有意義な時間を過ごさせていただきました。� 研修委員長　大塚　智明

開催日：令和元年11月20日（水）
場　所：セミナーハウスクロスウェーブ船橋

経営者セミナー

杉村太蔵氏

20代代表の3名

30代代表の3名

（27）公益社団法人 船橋法人会　ふれあい



令和元年10月18日（金）船橋グランドホテルに於きまし
て、令和元年度第4回理事会が開催されました。会長挨拶で
は台風15号・19号による被害のお見舞いと、全国大会（三
重大会）の報告、令和2年度税制改正に関する提言の内容紹
介がありました。続いての来賓挨拶では船橋税務署の川畑副
署長より台風で被害に遭われた方が申告・納付の期限を延長
できる制度の紹介と、日頃の税務行政への協力に対するお礼
の言葉がありました。
議事1� �令和元年度（4月～9月）の予算の執行状況につい

て（審議・承認）
� 林財務委員長より上程　承認される
議事2� 会費徴収状況及び未納処理について（審議・承認）
� 林財務委員長より上程　承認される
議事3� 令和元年度「会長表彰受彰者」承認の件（審議・承認）
� 安村総務委員長より上程　承認される
議事4� 令和元年度会員増強運動の中間成果と今後の対応について（審議・承認）
� 高橋組織委員長より上程　承認される
� 総務委員長　安村　秀雄

ブロック長・支部長懇談会

令和元年10月18日（金）船橋市内においてブロック長・支部長懇談会が開催されました。今回は懇談会
を理事会後に設定し、お忙しい役員の皆様の時間にも配慮する形での開催といたしました。ブロック長3
名、支部長参加者は11名他役員（正副会長・委員長）8名、事務局長の総勢23名。
理事会の緊張も解れ、会長・担当委員長の挨拶のあと懇談会は終始和やかな雰囲気で進み、組織委員長か
らは増強活動への熱意ある挨拶がありました。
今後の法人会の在り方など話題は盛り上がり、前向きな懇談会でありました。
開催を担当し、大きな懇親会とは異なるコンパクトな開催でしたが、膝を突き合わせてのこの様な会も結
束を固めるという意味では大変有意義なものであると感じました。担当委員会として更に有意義な会に発展
させたいと思います。� 総務副委員長　蓮池　政貴

令和元年度 第4回理事会 開催日：令和元年10月18日（金）
場　所：船橋グランドホテル

「新年賀詞交歓会」開催のご案内
開催日時：令和2年1月20日（月）17：00 ～20：00
開催場所：船橋グランドホテル（船橋市本町7-11-1�）
次　　第
（1）第一部：トークショー　17：00 ～18：30
� 林昌範元プロ野球選手と楢崎豊元報知新聞記者とのトークショー
� �林昌範（船橋市出身、読売ジャイアンツ、北海道日本ハムファイ

ターズ、横浜DeNAベイスターズで投手として活躍）
� 演題：「偉大な先輩との出会い」　　聴講料：無　料
（2）第二部：新年賀詞交歓会　18：40 ～20：00
� 参加費：5,000円（当日、会場受付にて申し受けます。）
※事前のお申込が必要です。
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ブロックニュース

A ブ ロ ッ ク

チャリティー
ゴルフ大会

開催日：令和元年9月26日（木）
場　所：中山カントリークラブ

開催日：令和元年11月8日（金）
場　所：中山カントリークラブ

Aブロックでは、9月26日（木）に54名にてチャリティーゴル
フ大会を行いました。
当日は天気も良くゴルフ日和の一日でした。
例年、新ペリアのルールでは、お上手な方々が上位に入り沢山
の賞品を、持ち帰りますが、今年は参加賞を手厚くし賞品を少し
減らそうと計画いたしましたが、田中会長をはじめ多くの本会役
員からの協賛をいただき、いつも通りの賞品が用意出来ました。
ありがとうございます。表彰式では、賞に入らなかった方も、
じゃんけん大会で楽しみ、それでももらえない方には残念賞も用
意しました。
Aブロックでは、行事を通じ法人会の理解を深め、会員同士の
親睦を図るために、サクランボ狩り、ゴルフ、新年賀詞交歓会、
勉強会等、例年企画しておりますので多くの方々がご参加いただ
き仲間意識を持って頂ける様今後も活動を続けてまいります。
皆様のご参加をお待ちしております。最後になりますが、ゴル
フ参加の皆様、大変お疲れ様でした。
� 担当幹事三咲支部長　岡庭　一美

平素より船橋法人会の活動へ格別のご理解、ご支援を賜り厚く御礼申
し上げます。さて、本年のBブロックチャリティーゴルフコンペは令和
元年11月8日（金）に開催し、記念すべき令和初めのチャリティーコン
ペ開催となります。本年も名門コースの中山カントリークラブにて、9
組・34名の方々に参加して頂きました。
朝自宅にて起床後、カーテンを開けると素晴らしいお天気です！今日
は朝から良い1日になりそうな予感でいっぱいです。流石に11月の朝は
肌寒かったのですが、スタート時刻の頃には気持ちの良い温度になって
おりました。
OUTコース・INコース共に9：38、「ナイスショット！」の声援を受
け次々にコースへと旅立って行きました。
今回は初参加を頂いた会員の方々もおり、楽しんで頂けたかと心配性
の私でしたが…笑顔で「楽しかったよ！」とのお言葉に、私も本当に嬉

しかったです。
今回も会費の一部を福祉協議会に寄付させて頂きました事を、ここでご報告させて頂きます。
さて、今回の優勝者は…　なんと！私、滝田敦司が優勝してしまいました！朝の予感は…当たっておりま
した…。しかし、優勝商品はジャンケン大会にて私の手から離れていきました（�苦笑�）最後にご参加頂い
た皆様、協賛を頂いた皆様には感謝申し上げます。Bブロックでは親睦の輪を広げつつ、社会に貢献出来る
団体で有る様に今後も活動して参りたいと思います。� 新高根支部長　滝田　敦司

B ブ ロ ッ ク

チャリティー
ゴルフコンペ
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C ブ ロ ッ ク

チャリティ
ゴルフコンペ

開催日：令和元年10月29日（火）
場　所：鎌ヶ谷カントリークラブ

令和元年10月29日（火）に船橋法人会Cブロック親睦チャリ
ティゴルフコンペを鎌ヶ谷カントリークラブにて開催し、総勢18
名の方々に参加していただきました。
当日は、残念なことに終日雨模様で皆さんスコアーメイクに大
変苦労されていたようです。今回も、参加者皆様に喜んでいただ
けるように株式会社ホエルの鯨井様に景品を用意していただきま
した。今回の優勝者は大原俊弘様です。優勝商品はハイブリッド
加湿器が贈呈されました。そして福永Cブロック長からのブロッ
ク長特別賞は第8位の前ブロック長徳田様に贈呈されました。
今回もチャリティゴルフコンペという事で、チャリティー募金
で集まった寄付金は、障害者スポーツの振興・発展に役立てても
らうこととなりました。
また、今回参加できなかった方も、次回は是非たくさんのお仲
間様をお誘いの上お会いできるのをゴルフ場でお待ちしておりま
す。� Cブロック　岩切　秀典

E ブ ロ ッ ク

日帰りバス旅行
開催日：令和元年10月27日（日）
行き先：秩父・長瀞

日頃はEブロックの活動にご理解、
ご協力をいただきまして誠にありが
とうございます。Eブロックでは会員

の皆様が懇親を深めていただくために毎年恒例で日帰りバス旅行を行ってお
ります。令和元年10月27日（日）に16回目の開催となった今回は76名の方
にご参加いただき埼玉県秩父・長瀞へ行ってまいりました。
当日は9月から10月に発生した台風や豪雨の影響で当初予定していた長瀞

ラインくだりを変更して企画されましたが思う存分に楽しむことができまし
た。
まずは秩父神社の参拝です。目についたのは三猿（さんえん）でした。三猿といえば日光東照宮が有名ですが、同

じ徳川家縁りの御社であるにも拘わらず、秩父神社の三猿は日光と全く違った表情をしていました。日光が古来の庚
申信仰（こうしんしんこう）にちなんで「見ざる、言わざる、聞かざる」なのに対し、秩父神社の三猿は「よく見
て、よく聞いて、よく話す」お元気三猿として親しまれているようです。
続いて少し場所を移して食事を終えた私たちは長瀞渓谷の散策をしました。荒川の清流が作り出した景勝地で秩父

赤壁といわれる岩壁は地質的にも珍しいようです。岩畳の上を実際に散策できることも迫力がありました。やはり大
雨の影響なのか川の水は濁っておりました。
帰りがけには「花園フォレスト」へ立ち寄りました。ここは美味しいバームクーヘンが有名でお土産にできます。

ご参加の皆様は先程までの道中でお土産を買ったはずなのに、ついつい手がのびてしまったようです。
そして帰路の車内では恒例のビンゴゲームが行われました。ガイドさんのアドリブにも笑いあり真剣さありで大い

に賑わっておりました。そのまま渋滞もなく無事に終着地の船橋市場へと到着した皆様はご自身のビンゴ当選番号を
握りしめて引き換えた豪華な景品に思わず満面の笑みを浮かべてお帰りになりました。
また来年も魅力のあるバス旅行企画にて皆様とお会いできればと思います。ご協力、ご協賛いただいた皆様、道中

を華やかに飾っていただいたガイド様へ心より感謝を申し上げます。� 宮本第一支部　積田　淳

ブロック長特別賞　徳田孝一氏
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部 会 ニ ュ ー ス

源泉部会実務研修会　年末調整説明会

女性部会　シリーズ研修　ワイヤークラフト
令和元年9月27日（金）女性部会シリーズ研修としてアクセサリー（天然石のペン
ダント）の製作を行いました。シリーズ研修担当の芳林副部会長のご尽力を頂き、諸
岡智美さんを講師としてお迎えし当日は14名の参加で和気あいあいと華やかに賑わい
ながら楽しい場となりました。
諸岡智美講師は日本カラ―ワイヤークラフト協会の認定マイスターであり、ビーズ
アクセサリー講師としてご活躍されている方です。現在は西船橋、本八幡を中心に
ワークショップを開催されており、諸岡講師の作品の数々はフェイスブックに紹介さ
れていて、どの作品も素晴らしくファンタジーで創造性豊かな作品です。
今回の手作りアクセサリー（天然石ペンダント）は、ワイヤー三本を天然石に飾り
巻きつけをしてゆくもので、最初に見本用のペンダントを見た時は「本当にこのよう
に素敵なのを作れるかしら…」と不安になりましたが講師とアシスタントの方の親
切で優しい説明と手ほどき、そして参加者の会員の皆さんとお互いにポイントを話し
合いながら、楽しく仕上げることが出来ました。今回の天然石は「めのう」で青縞模
様、ピンク縞模様、黄土縞模様の中から気に入った形のものを1つ選びました。どれ1
つ同じ石がなく、お一人おひとりが選ばれた石とシルバーのワイヤー三本仕立てをペ
ンチで一生懸命に仕上げ、お気持ちの込められている唯一無二の素敵なアクセサリー
となり、仕上がった時の皆さんの嬉しそうなお顔は、うら若き乙女。研修会はそんな
乙女たちで盛り上がりました。
「めのう」はネガティブなエネルギーを浄化し、明るい未来と繁栄を引き寄せ、愛
と優しさ、若さを与えてくれるパワーストーンとして古くからお守りとして女性に持
たれているとの事。私たち女性部会会員にぴったりですね。女性部会会員の皆様方の
益々のご繁栄を祈りつつ末筆となりましたが、女性部会では年間通してこのようなシ
リーズ研修を企画し、会員同士の親睦を図っております。これからも楽しい研修企画
を致しますので是非皆さまご参加をお待ちしています。� 女性部会幹事　関根　京子

開催日
令和元年9月27日（金）
場　所
船橋法人会事務局会議室

源泉部会では、11月11日（月）、船橋商工会議所
にて、本年度第2回実務研修会として「年末調整等
説明会」を開催いたしました。この研修会は源泉
部会の主催で毎年開催されております。今年も62
社79名という大勢の皆様にご参加いただきました。
川野辺源泉部会長のご挨拶に始まり、続いて船
橋税務署川畑副署長よりご挨拶を賜りました。2時
間半という長い時間ではありましが、参加者の皆
様は熱心に耳を傾けていらっしゃいました。
源泉所得税の年末調整について、法人課税第2部
門山本上席、法定調書の作成・提出について管理運営第2部門千葉事務官、住民税に
ついて、船橋市役所市民税課秋山主事に、それぞれ講師を務めていただき、DVDや資
料を使用し補足説明をしていただき丁寧で理解しやすい研修会となりました。
源泉部会では、今後も会員の皆様の役に立つ研修会を企画、開催してまいります。
最後になってしまいましたが、今回の研修会にご参加いただきました皆様と研修会
にご協力いただきました船橋税務署、船橋市役所の皆様に心より御礼申し上げます。
� 源泉部会副部会長　関　暢

開催日
令和元年11月11日（月）
場　所
船橋商工会議所6F講堂

川畑副署長よりご挨拶

山本上席による講義
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第33回法人会全国青年の集い大分大会

チャリティーゴルフコンペ　門田杯
令和元年10月10日（木）に青年部会、第12回チャ
リティーゴルフコンペ『門田杯』が中山カントリーク
ラブにて開催されました。
先ずは冒頭に台風15、19、21号で被害に遭われた
方々へ心よりお見舞い申し上げます。
恒例の始球式では青野青年部会長にショットをして
いただき盛大に幕を開けることができました。コース
内は台風の傷跡が多く見られ大きな木が倒れ、枯葉が
あちらこちらに散乱するなどプレーヤー達はショット
に苦しめられていた様子でしたがけが人も出ず無事にプレーを終えることができまし
た。
表彰式を兼ねた懇親会は割烹喜久水さんへ場所を移し、多くのご協賛をいただき会
場は大いに華やかな雰囲気となりました。
懇親会からの参加者へもこの場をお借りして御礼申しあげます。
優勝者は初参加の松本健様、豪華な優勝商品を手にしてお帰りになりました。
そして優勝者の松本様を含め5名の青年部会への入部表明をいただきました。
（株）ホエルの鯨井社長はその場で入部申込書も記入していただき会員増強にも繋
がる有意義なコンペとなりました。
なお、プレー、懇親会、大会前日までにいただいたチャリティーにつきましては青
年部厚生委員会で協議して相応しい寄贈先を選定させていただきます。
また来年も皆様のお力をお借りして盛大に盛り上がるチャリティーゴルフコンペ

『門田杯』になるように準備を進めてまいります。
結びにご協力していただいた皆様、ご協賛をいただきました皆様、今大会にご参加
された全ての皆様に御礼申し上げます。� 青年部厚生委員　大淵　彰雄

開催日
令和元年10月10日（木）
場　所
中山カントリークラブ

優勝　松本健様

2019年11月7日（木）・8日（金）に大分県iichiko総
合文化センターグランシアタにて第33回法人会全国青
年の集い「大分大会」が開催され我が船橋法人会からは
総勢15人で参加させていただきました。本会からは田
中会長、山田副会長、木村副会長がご参加くださいまし
た。
会場まではバスにて移動しましたが、途中の車窓から
は宿泊先でもあります別府の街の至る所に立ち昇る温泉
の蒸気や山々の眺望に心を躍らせながら会場入りをしました。
到着して先ず会場の雰囲気、全国の法人会の方々の多さに圧倒されました。
近隣の公園内に設置された物産展で大分県の名物などを鑑賞した後、グランシアタ
内にてアンミカさんによる「ポジティブ志向～健康な心と体で未来を動かす～」を
テーマに講演を拝聴致しました。前日には部会長を対象に部会長サミットが開かれ青
年部会の柱である租税教育活動や部会員増強について一年間の取り組み成果の発表、

表彰もあり全国青年部会の連帯強化になりました。
夜は懇親会で郷土料理などに舌鼓を打ち、楽しい時間
が流れていきました。
翌日は別府の海地獄、湯布院の街並みなどを観光しま
した。
最後にこの企画を計画するにあたり御協力くださった
方々、ご参加いただいた方々に御礼を申し上げます。有
難う御座いました。�青年部会厚生副委員長　雨宮　大輔

開催日
令和元年11月7日（木）・
8日（金）
場　所
大分県iichiko総合文化センター
グランシアタ

海地獄にて

懇親会
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同　好　会

開催日：令和元年11月10日（日）
場　所：神奈川県久里浜港

釣り同好会
船橋釣友会

第7回�天秤タチウオ釣り大会�開催結果報告
11月10日、今年も神奈川県久里浜港のムツ六さんに

お世話になり、第7回天秤タチウオ釣り大会を開催しま
した。
集合はAM�6：00。釣りは朝が早いので主催側はいつ
もヒヤヒヤするのですが、参加者13名は遅刻せずに集
まってくれました。AM�7：00に離岸し、約30分かけて
最初のポイントに向かいました。空は雲一つない快晴で
したが、朝方は若干風が強い状況で始まりました。
最初に釣ったのは、最近プライベートの釣りでも絶好

調な霞さん。良型のタチウオです。続いて霞さんの友達
で今回初参加の松永さん。間を少しおいて、毎回好成績
を残している青柳さんがドラゴンサイズを釣りました。
結局この3名が1位から3位になりました。
その後も全体的にポツポツと釣れ、ポイントを移動す

る毎に、数を伸ばしていきました。そんな中1名だけが
全く釣れず…見てみたら貸竿の電動リールの値が間違っ
ていて本来80m付近の所を40m付近でやっていたことが
わかりました。釣れないのも納得です。その後は怒涛の
勢いで数を伸ばしてくれました。前回も参加し2本しか
釣れなかった小栁勇将くんは、途中から「なんかコツが
わかってきた！」と言い、その後はほぼ入れ食い状態。
最終的には23本（自宅でちゃんと数えました）と数では
1位になりました。今回は全体的に数が釣れ、楽しい釣
りができたと思います。
私は自宅に帰り、早速10本ほど使い、塩焼き、炙り、

竜田揚げを作り、家族に振舞いました。釣りたての新鮮
な魚が食べられるのは釣り人の特権です。どれもとても
美味しかったです。� 船橋釣友会会長　小栁　正和

大会結果
優　勝	 青柳さん
二　位	 松永さん
三　位	 霞さん
大漁賞	 小柳勇将さん（数釣り賞：23本）

優勝は上位常連の
青柳さん

気合十分て挑み三位の
霞さん

初参加で堂々二位の
松永さん

次回の予定
次回は2020.02.09（日）に千葉県大原港
で第8回活餌ヒラメ釣りを開催予定です。
釣れても釣れなくても次回があります。
また楽しみましょう…
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